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自分の標準体重とBMlを知ろう！  

食事バランスガイド  
あ な た の 食 事 は 大 丈 夫？  
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BMl早見表  
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18．引敗上   
2ら未満   

2き以上  

Bl刑とは  

βMl伽dy鵬きざl血涙情L紀満  

の判定に用いられるものです．   

tも疾病の少ないBMl巴を基準  

としています．  

あなたは大丈夫？メタポリックシンドローム納舶肪症候酎  

く嘘闊の測り方＞  

ポイント1へその高さで測る（立った梁勢）  
ポイント2 背中や腰に巻き尺打水平に巻かれてい古か  

確認して測5  

の場合、内瞞肪の蓄積ガ疑われます。   

l・－  

－■－ 9ノブ  

内肺脂肪の蓄積が進むことにより、拷や脂質の代謝機能に異常ガ起こり、r糖尿病J  

r轟牌血丘Jr書血圧」ガ重なって起こることガ多＜、そうした状態は「メタポリック  

シンドローム（内膚席妨症候l醐」と呼ばれます。  

、▼ノ  

食生活指針（平成12年絹／文部省，鮭富・■林水匪告決定  

食塩や庵肪は経えめに。  軍鞄。励   
∴苦  

食事を楽しみましょう．  

1日の貴■のリズムから、健やかな生活リズムを． 壇正体fを知り、日々の活動に見合った食事tを・  

、こJ一  

環 r、・  

食文化や地域の産物を活かし、  
ときには新しい料理も．  

椚理や保存を上手にして無駄や廣薫を少なく。  

主食、主菜、副菜を基本lこ、食事のバランスを．  

十ぺ㌦  
勺′諒恕ぎ 

●■   

こはんなどの穀類をレつかりと。  

野菜・書物、牛乳・乳製品、豆顆、  
魚なども租み合ゎせて．  

自分の貪生活を局線してみましょう．  

厚生 労働 省  
（鐘康局機構課生活習慣痛対策主）  



詳しい内管についてば、脚省の爪一ムぺ【ミ／をこ篤くださし＼。  
http：ノ／WⅣ．mhlw．卵，jp／bunya化即kロ山叫Ou・8yOkuji・html  

r食事バランスガイド」の使い方  

痙■  ■垂垂酉■  
烹警…〉禁悪霊禁の陀をチェックl  

確かめましよう．  適宜、各料理区分の目安となう蜃を選択し・ましょう。  

r食事バランスガイド」とは？  

r食事バランスガイドjと臥1日に「何をJrどれだけJ食べたらよいかが一目でわか愚食事の8安です。  
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半位；つ（SV）  

く肥満者の場合＞   
肥満（成人で日Ml≧25）の場合には、体重変化を  

見なから適宜、エネルギーの量を「1ランク」下け  
る等の工夫が必要と放る。  

※身体活動レベルの見方  
「低 い」＝1日のうち座っていること剖まとんど。  
「ふつう」＝瞳り仕■か中心だ仇 歩行・軽いスポー  

ツ等を5時間程度は行う．   
さらに強い連取や労働を行っている人についてlま、  

モの内争や時間に応じて適宜、調整が必要。  

☆ 身体活動レベルガ「低い」E該当する人ぽ、歩くなど翳し＼一運動■をして、身体活動レベルを上げましよう1  

一重■…〉紬岬みに合わせて粗相ぶ  
楽し＜食事をする！  

を〉♯tと鵬lウエストサイ刀のセ化をチェックl‖■劇  
自分の食生活を見註すl  

r食事バランスガイド」活用例  
食事例1：20歳代0」の場合（2，000kcal） 朝lよパン、墨はス／けティで2貪が洋風夕食は魚中心の和食献立  

＜食事臥各料理区分Eあける摂取の目安＞  

果3つ（SV））は呈に多く摂り、夕鮎戎桝く眠  
食事例2：事務職男性の場合（2，400kcat） 票翌琵選  

くき事別、各料理区分Eあける摂取の目安＞  
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参考資料7  

生活衛生関係営業のみなさまへ  

生活衛生融資のご案内  

池澤あやか  

（平成19年9月）   
http：／／www．kokukinLgO・jp／  



一般貸付  
○原則として都道府県知事の「推せん書」が必要です。  

業  種   ご融資額   

飲食店営業   喫茶店営業   食肉販売業   

食鳥肉販売業 氷雪販売業   理容業   7′200万円以内  
美容業  その他公衆浴場業（注1）   

般 公 衆  浴  場 業   3億円以内   
2施設以上の場合   4億8′000万円以内   

旅  館  業   4億円以内   
興  行  場  営  業   

サ  ウ  ナ  営  業   
2億円以内  

ク リ ー  ニ ン ク 業怯2）   l億2′000万円甲   

13年以内（1年以内）  
［一般公衆浴場業は30年以内］  

ご返済期問（うち据置期間）  

（注1）その他公衆浴場業（いわゆるスーパー銭湯、健康ランド等）の方は、資金のお使いみちがレジオネラ症  
の発生のおそれがある施設または設備を改善する場合に限ります。  

（注2）クリーニンク取次業に業態転換した方のうち、一定の要件に該当する方も対象となります。  
（ただし、ご融資額は4月00万円以内）  

振興事業貸付  
○振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員の方にご利用いただけます。  

○生活衛生同業組合の長による「振興事業に係る資金証明書」が必要です。  

業   種   ご融資額   

飲食店営業 喫茶店営業   

食肉販売業 食鳥肉販売業   

氷雪販売業 理容業 美容業   
l億5′000万円以内  

一  般 公 衆 浴 場 業   l億5′000万円以内  
「一般貸付」と別枠です。   

旅  館  業   7億2′000万円以内   
興  行  場  営  業   7億2′000万円以内   
ク リ ー  ニ ン グ 業（注2）   3億円以内   

全業種  

5′700万円以内  

5年以内（6カ月以内）  

特に必要な場合は  

7年以内（1年以内）  
18年以内（2年以内）  ご返済期間（うち据置期間）  

（注1）標準営業約款に登録している営業者の方の運転資金については、通常適用される利率より低い利率が適  
用されます。  

（注2）クリーニンク取次業に業態転換した方のうち、一定の要件に該当する方も対象となります。  
（ただし ご融資額は4．800万円以内）   
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環境対策関連貸付（防…殺・環境対策資金）  

一般貸付、振興事業貸付に上乗せしてこ利用いただけます。  

消防関連  
店舗の防火安全を確保するために必要とする設備資金  
アスベスト対策関連  
店舗のアスベスト飛散防止などに必要とする設備資金と  
運転資金  
耐震改修関連  
店舗の事業継続計画（B〔：P）に基づく耐震改修に必要と  
する設備資金および耐震診断に要する運転資金  
（注）設備資金のこ利用には、BCPの作成が必要になります。作成方法については、中   

小企業庁のホームページ（http：／／www．chusho．meti．gD．jp／bcp／）をご参照く   
ださい。  

設備資金  

15年以内（挿以内）  

運転資金   

5年以内（6カ月以内）   

特に必要な場合は   

7年以内（1年以内）  

上乗せ  

3′000万円以内  
（設備資金と運転資金の通算）  

◆運転資金のご利用は、振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員の方に限られます。  

事業安定等貸付（雇用安定資金）  

振興事業貸付に上乗せしてご利用いただけます。  

設備資金  

lさ年以内（2年以内）  

運転頭金   

5年以内（2年以内）  
特に必要な場合は  

上乗せ  

3′000万円以内  
（設備費会と運転資金の通算）  

事業の拡大等を行うことにより、新たに2人以上（特定  
業種または従業員20人以下の場合は1人以上）の雇用  
が見込まれる方が必要とする設備資金と運転資金  

年以内（2年以内）  

◆一般公衆浴場業については、一般貸付に上乗せしてこ利用いただけます。  

健康・福祉士曽進貸付  

¶般貸付・振興事業貸付に上乗せしてご利用いただけます。  

○福祉増進資金  

店舗のバリアフリー化など、高齢者などが利用しやすい  
店舗にするために必要とする設備資金   

○受動喫煙防止資金  

店舗など多数の人が利用する施設における「受動喫煙」   
を防止するために必要とする設備資金  

上乗せ  

3′000万円以内   
（各資金の上乗せの  
通算3，000万円以内）  

15年以内  

（1年以内）   

◆受動喫煙防止資金の対象となる業種は、飲食店営業、喫茶店営業、理容業、美容業、興行場営業、旅館業、一般公衆浴場業およぴサウナ営業です。  
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特別貸付  
○生活衛生セーフティネット貸付  

ご利用いただける方   ご融資額   ご返済期間（うち据置期間）   

運転資金  

経 営 環 境  売上が減少するなど業況が悪化して  5′700万円以内  
5年以内（1年以内）   

変 化 資 金  いる方  （振興運転資金と通算）  
特に必要な場合は 7年以内（2年以内）   

運転資金  

金 融 環 境  取引金融機関の経営破たんなどにより、  別枠  5年以内（挿以内）   

変 化 資 金  資金繰りに困難を来している方   3′000万円以内   
特に必要な場合は 7年以内（2年以内）   

◆振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員の方にこ利用いただけます。  
◆生活衛生同業組合の長による「振興事業に係る資金証明書」が必要です。  
◆国民生活金融公庫各支店のみのお取り抜いとなります。  
※このほか、衛生環境激変特別貸付の融資制度があります。   



生活衛生改善貸付仙企業等設備改善資金）  
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○生活衛生同業組合等の経営指導を受けている方にご利用いただけます。  

設備改善のために必要な設備資金  550万円以内のほか  
別枠450万円以内  

7年以内（6カ月以内）  

◆無担保・無保証人でご利用いただけます。  

◆ご利用にあたっては、一定の要件を満たした方で生活衛生同業組合（組合が設立されていない場合は生活   

衛生営業指導センター）の推せんが必要です。  

◆別枠のお取扱期間は平成20年3月31日までです。  

◆ご返済期間は平成20年4月1日から6年以内となります。  

◆国民生活金融公庫各支店のみのお取り抜いとなります。  

担保・保証人の要件を緩和した融資制度  

第≡者保証人等を不要とする融資  

○経営者やご家族等の保証による融資をご希望の方  

運転資金   設備資金   

ご 融 資 額   え000万円以内   

7 ご返済期間（注） （うち据置期間）  5年以内〈特に媚な場合は年以内〉（6カ月以内）   10年以内（2年以内）   

（注）再チャレンジ支援融資（再挑戦支援資金）の実績連動金利型貸付をご利用いただく方については  

返済期間5年（うち据置期間2年）となります。  
◆ご利用にあたっては、次のいずれにも該当することが必要です。  

1 税務申告を2期以上行っていること   
2 所得税等を完納していること  

◆通常適用される利率に、0．65％（年利）が上乗せされます。（建築物のアスベスト除去などを行う   
ために、防災・環境対策資金の設備資金をご利用いただく場合を除きます。）  

◆国民生活金融公庫各支店のみのお取り抜いとなります。  

新創業融資制度（無担保・無保証人）0  

○新たに事業を始める方や事業開始後税務申告を2期終えていない方  

運転資金（振興事業貸付）  設備資金（一般貸扁たは振興事業貸付）   

ご 融 資 額   l′000万円以内   
ご返済期間（注）  

（うち据置期間）   
5年以内（6カ月以内）   7年以内（6カ月以内）   

（注）再チャレンジ支援融資（再挑戦支援資金）の実績運動会利型貸付をご利用いただく方については、  
返済期間5年（うち据置期間2年）となります。  

◆ご利用にあたっては、雇用の創出や勤務経験等、一定の要件に該当することが必要です。  
◆事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない方は、創業資金の3分の1以上の自己資金を   

確認できることが必要です。  

◆通常適用される利率に、1．2％（年利）が上乗せされます。  
◆国民生活金融公庫各支店のみのお取り抜いとなります。   
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○生活衛生関係の事業を営んでいる、次の事業規模に該当する方にご利用いただけます。  

事業規模（次のいずれかに該当する方）  

対 象 業 種  
資本金（会社）   従業員数（会社または個人）   

業（そば・うどん店、中華料理店、  
料理店、社交業、一般飲食店）  

業 理容業   5，000万円以下   100人以下   

一般公衆浴場業  

業 その他公衆浴場業  

業  食鳥肉販売業  
50人以下  

卸売業は  
業   100人以下  

5，000万円以下   200人以下   

業   3億円以下   100人以下   

ンク業   3億円以下   300人以下   

◆従業員数には、臨時の従業員（パートアルバイト）および家族従業員を含みません。  
※その他公衆浴場業（いわゆるスーパー銭湯、健康ランド等）の方は、資金のお使いみちがレジオネラ症の発生のおそれがある施設   

または設備を改善する場合に限ります。  

◆利  率…‥ご利用の際に窓口でおたずねください。  

◆返 済 方 法…‥元金均等返済、元利均等返済などがあります。  

◆保証人・担保…t■お客さまのご希望を伺いながら相談させていただきます。  

◆長期のご返済で、お利息は固定金利です。  

◆ご融資限度額の範囲内であれば、重複してご利用いただけます。  

◆一般貸付の場合は、原則として都道府県知事の「推せん書」  

◆振興事業貸付の場合は生活衛生同業組合の長の「振興事業に係る資金証明書」  

◆申込み施設・設備の概要（見積書、関係図面など）  

◆企業概要書（公庫をはじめてご利用される方）  

◆法人の登記簿謄本または履歴事項全部証明書（会社の場合）  

◆最近2期分の決算書または申告決算書の写し  

◆創業計画書（新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方。創業計画書は、   

最寄りの支店やホームページに用意しておりますが、こ自身で作成いただいても   

構いません。）  

※審査の結果、お客さまのこ希望に添えないことがあります。   
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公庫と関係のない業者が、「公庫と提携している」などと装って、ダイレクトメールや電話により融資を勧誘  
したり、あっせんを持ちかけるという事例が発生しています0このような勧誘等には十分ご注意ください0  

くわしくは、国民生活金融公庫の窓口または都道府県の生活衛生営業指導センター、生活衛生同業組合でお気軽にご相談くだ乱＼0  

相談センターでもご相談いただけます。  
ヨロシク  

東 京（03）3270－4649  

名古屋（052）211－4649  
大 阪（06）6536－4649  
受付時間9：00～18：00（土、日、祝日を除く）  

ご相談の窓口  

事業資金FAXサービス  
事業資金融資に関する情報をFAXで提供しています（24時間受付）0  

お手持ちのFAXから、下記の番号にダイヤルしてくださしlo  
ハナサク   

東 京（03）3242－8739   
名古屋（052）222－8739   
大 阪（06）6541－8739  

「国の教育ローン」に関する情報を電話とFAXで提供する愕順接アンサー」  

ホームページ  

http：〟www．kokukin・gO・jp／  

当公庫に関するさまざまな情報を提供しています。また、  

金利情報をメールでお知らせする「新着情報配信サー  

ビス」、お客さまの財務指標と業界平均値との比較など  

ができる「財務診断コーナー」等もご利用いただけます。  
も行っています（番号は上記に同じ）。  

携帯電話用ホームページ（事業資金）  

地域の公庫、身近な「こくきん」  
こくきんモバイル  

，′〔一ヾ、一一7l‥、．LH一石上土史拝島イ古巴】．Tl．＼奮す｛   




